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２．特定事業所加算における算定要件の確認について 

特定事業所加算を算定している事業所において、訪問介護員等要件及び重度要介護者 

等対応要件を満たすとして届け出ている場合は、別紙「特定事業所加算に係る届出書（市

様式９」を用いて、前年度（３月を除く）の１月当たりの実績の平均について計算し、

要件を満たしているか確認をしてください。 

加算の算定要件を満たさなくなった場合は、取り下げの体制届が、 

加算の算定要件に変更がある場合は、体制の変更の届出が必要です。 

３．疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、「質問票」

により FAX にて送信してください。 

４．多職種連携会議について 

岡山市内の６つの福祉区別に、年に２～３回開催されている会議です。 

開催場所等の調整のため、直前のご案内となってしまいますが、決定後直ちに、メール又

は関係地域の事業所へのＦＡＸでお知らせさせていただきます。 

＜次回＞ 市民と専門職による『在宅医療・介護』意見交換会 （福祉区：東） 

日時：2/27（土）13:30～16:00 場所：西大寺ふれあいセンター 

★こちらからもご確認いただけます。 

【岡山市 医療政策推進課 トップページ】

http://www.city.okayama.jp/hofuku/hokenfukushiseisaku/hokenfukushiseisa

ku_00001.html
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